
令和５年度佐賀県高等学校総合体育大会新体操競技実施要項 

 

１ 期日・会場  

（１）競 技   日 時  令和 ５年５月２６日（金） １１：００～ 団体競技 

２６日（金） １３：００～ 個人競技 

         会 場  ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館大競技場 

         住 所    佐賀市日の出１－２１－５ 

                  電話番号 ０９５２－３２－２１３１ 

                       

（２）開始式   日 時  令和 ５年５月２６日（金） １０：３０～ 団体競技 

         会 場  ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館大競技場 

 

（３）審判会議  日 時  令和 ５年５月２６日（金） ９：３０～ 

         会 場  ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館 

         住 所    佐賀市日の出１－２１－５ 

                  電話番号 ０９５２－３２－２１３１ 

 

２ 競技規則   男子：（公財）日本体操協会制定採点規則２０２２年版及び高体連ルールを適用する。 

         女子：（公財）日本体操協会制定採点規則２０２２年版及び高体連ルールを適用する。 

 

競技方法  団体競技選手権・個人競技選手権 

        （１）男子 団体（徒手）        選手 ６名 補欠 ２名 

                            監督 １名 音楽係 １名 

              個人（スティック・リング） 

        （２）女子 団体（フープ５）選手 ６名 補欠 ２名 

                            監督 １名 音楽係 １名 

              個人（ボール・クラブ）    

        ・個人表彰対象は、２種目を行った者に限る。 

        ・個人競技に出場した選手も団体競技に出場できる。 

 

３ 引率・監督  

（１） 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は、校長の認める学

校の職員とする。 

（２） 監督・コーチ等は、校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・賠償責任保険

（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

 

 



４ 参加資格 

（１） 参加者は、佐賀県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、本競技実施要項により、参加資格を

満たしている者に限る。 

（２） 本年度、（公財）日本体操協会に選手登録が完了しているもの。 

（３） 全日制、定通制の混成チームは認めない。 

  

５ 参加制限  

（１） 団体は、各校１チームの参加を認める。他にオープン参加を認める。 

（２） 個人は、男子は人数制限をしない。女子は、各校３名までの参加を認める。他にオープン参加を 

認める。 

 

６ 参加申込 

（１）申込締切日 令和 ５年 ５月 ８日（月）１２時【厳守】までとする。 

（２）申 込 先 〒840-0016 佐賀県佐賀市南佐賀三丁目 11番 15号 

         佐賀県立佐賀東高等学校 内  佐賀県高等学校体育連盟事務局 

（３）申込方法 令和５年度佐賀県高等学校総合体育大会開催基準要項による。 

 

７ 組合せ   佐賀県高等学校体育連盟新体操専門部専門委員会で行う。 

        令和４年５月１２日（金） 

 

８ 表 彰   団 体 ３位まで    個 人 総 合 ３位まで 

                        種目別 ３位まで 

 

９ 備 考 

（１）競技開始１０分前までに申し出があれば、補欠とのみ交代できる。 

（２）本大会において、女子１位のチームは全国高等学校総合体育大会、男子１位のチーム、女子１・２

位のチームは全九州高等学校体育大会に県代表として出場できる。 

（３）男女個人総合１位の選手は全国高等学校総合体育大会、男女個人総合１・２位の選手は全九州高等

学校体育大会に出場できる。 

（４）校名もしくは、校章入りのユニフォームを着用すること。（イニシャルのみのマークは不可） 

（５）服装は、（公財）日本体操協会服装規定のものを着用すること。 

（６）個人情報及び肖像権の取扱については、佐賀県高等学校体育連盟の「佐賀県高等学校総合体育大 

会における個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」に基づき、新体操専門部では競技の 

撮影を原則禁止とする。ただし、参加校については、自校選手の技術向上のためとして、各校 2 

枚の撮影許可証を発行する（撮影許可エリアからのみ撮影可）。 

（７）新型コロナウィルス感染症感染防止策について 

   感染症拡大防止を感染予防に遵守すること 

 


